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◆　税収の使途（原子力施設の立地に伴う財政需要）

〔財政需要の主な内容〕

１  原子力安全対策費
県
民
の
安
全
・
安
心
に

資
す
る
事
業

・環境放射線の常時監視、放射性物質の調査
・原子力安全行政に従事する職員の人件費
・核燃料物質等の輸送に係る警備　等

２  原子力防災減災対策費 ・県広域避難計画の避難経路に係る道路の整備
・緊急時の物資の輸送等に係る港湾設備の整備

３  市町村事業費 ・市町村における住民の安全・安心に資する事業への補助

　令和元年度以降５年間の原子力施設の立地に伴う財政需要の総額（県費分のみ）は、約206億円を、
また、同期間の税収は、約６２億円をそれぞれ見込んでいます。
　税収は、原子力施設の立地に伴う財政需要に対応していくための財源として活用しています。
　令和元年度からは財政需要を県民の安全・安心に資する事業に重点化するとともに、税収の活用状
況を公表することにより、税収の使途の明確化を図っています。
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１　原子力施設等の安全確保

第１節　令和４年度に講じた施策

（１）　原子力安全協定の運用
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（単位：件）

（単位：延べ事業所数）
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第１節　令和４年度に講じた施策

　原子力安全協定に基づき、協定を締結している事業所から随時報告を受けるとともに、立入調査な
どを通じて安全を確認しています。令和４年度における協定の運用結果は以下のとおりです。
　　　　　　◆　協定運用等
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　　　　　　◆　立入調査

事故・故障等に係る立入調査

平常時立入調査（計画に基づくもの）

平常時立入調査（新増設・廃止措置等）

通報連絡訓練

合　計

9

25

2

17

53

新増設等に対する事前了解

新増設等計画書

新増設等計画書の変更

4廃止措置計画の同意

廃止措置計画書

廃止措置計画書の変更

年間主要事業計画書

四半期報告（運転状況報告等、核燃料輸送物等輸送
状況報告、教育訓練実施状況報告） 

核燃料物質輸送計画書

安全管理規定関係報告書

新増設等工事完了報告書

原子力施設の変更に関する報告書

定期検査計画（結果報告）書

広報等に関する報告書

原子力施設の定期的評価に関する報告書

原子力施設の廃止に関する報告書

事故・故障等発生報告書

その他安全に係る情報（必要な事項）報告書



　協定の運用のうち、令和４年度に発生した原子力施設における事故・故障の詳細については、
以下のとおりです。

◆　令和４年度に発生した原子力施設における事故・故障一覧（計６件）

No. 事業所名 発生年月日 事故・故障の名称 環境への
影響あり

人の
被ばくあり

積水
メディカル 令和４年８月５日 －－放射性同位元素の管理区域外への

漏えい
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1

原　電 令和４年９月13日 －－東海第二発電所輸送本部脇の変圧器に
おける火災2

原　電 令和４年12月６日 －－東海第二発電所屋外照明用コンセント
からの発煙3

機構
サイクル研 令和５年２月８日 －－Ａ棟におけるケーブルの溶融痕の確認4

原　電 令和５年２月８日 －－監視所における電気ストーブ
電源コードの焦げ跡の確認5

核管
センター 令和５年２月13日 －－開発試験棟における延長コード

コンセントの焦げ跡の確認6
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原　電 令和４年９月13日 －－東海第二発電所輸送本部脇の変圧器に
おける火災2

原　電 令和４年12月６日 －－東海第二発電所屋外照明用コンセント
からの発煙3

機構
サイクル研 令和５年２月８日 －－Ａ棟におけるケーブルの溶融痕の確認4
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コンセントの焦げ跡の確認6
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事業所名 積水メディカル株式会社創薬支援センター

事象の名称

発生日時 令和４年８月５日（金）　15時24分頃

事象の概要

なし。

なし。

積水メディカル株式会社における放射性同位元素の管理区域外への漏えい
について

周辺公衆及び従業員等
への放射線による影響

負傷者

原因

◆　事故・故障の詳細

創薬支援センターでは、築50年以上経つ第一実験棟（ＲＩ使用施設）に
ついて、使用施設の廃止を目的に解体計画を進めていたところ、使用施設
のＲＩ除染作業工程において、管理区域外である床下に位置するＲＩ排水
管に、破断（以下「破断Ａ」という。）又は脱落箇所（以下「脱落Ｂ」と
いう。）を確認した。その２箇所の床下土壌について汚染検査を実施した
結果、脱落Ｂ直下土壌のみから検出限界値（自然界に存在する放射能に変
動要素を考慮した数値）以上の放射能が検出され、管理区域外土壌への放
射能漏えい事象となった。

【直接的原因】
⑴　破断面の調査結果
　評価分析の専門家に調査を依頼した結果、破断Ａ・脱落Ｂ共に破断面に
凹凸の激しいギザギザした波面を確認した。これは脆性破壊の特徴であ
り、外部応力によってほぼ瞬間的に破壊されたと推測した。
⑵　吊り金具の調査結果
　破断Ａ・脱落Ｂ共に、前後にある吊り金具が、両方とも同じ方向（西北
西から東南東方向）へ変形していた。そのため、この方向に大きな変異が
発生したと推測した。
⑶　吊り金具・振れ止め支持の設置状況調査結果
　第一実験棟のＲＩ排水管の吊り金具の設置状況は、第三・第四実験棟と
は異なり、現在の参考基準より間隔が広く、また、振れ止め支持は設置さ
れていなかった。これは第一実験棟建設当時において、吊り金具・振れ止
め支持に関する明確な建築基準が無く、施工業者の計画に依存して建築さ
れていたことが要因であると推測した。
　その他のＲＩ管理区域である第三・第四実験棟のＲＩ排水管は、配管の
損傷はなかったが、その理由は吊り金具と振れ止め支持の間隔が現在の参
考基準と同等であったからと推測した。
⑷　地震による力
　第一実験棟自体はコンクリート構造で地震の揺れに強い構造であるが、
コンクリート壁や床に連結する形で配置されている塩ビ配管は、コンク
リートの揺れのはざまで力が集中し、結果として脆弱な部分が損傷する可
能性はあると推測した。また、評価分析の専門家による現場調査からも、
吊り下げ金具の変形は地震の揺れによる可能性が高いと推測したことか
ら、同様の力が塩ビ配管にもかかっていたことが判明している。
　これらのことから、地震により配管が想定していた位置より大きく変位
したことにより配管に変形が生じると共に、その応力が破断した箇所に集
中したため、配管の破壊強度を超え破断・脱落に至ったと推察された。
　以上のことから、振れ止め支持のなかったＲＩ排水管の破断または脱落
の原因は、地震による強い揺れによって強い力が一気にかかったことによ
る可能性が最も高いと推測した。
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原因

再発防止策

【間接的原因】
⑴　自主点検において当該配管が対象外であったこと
　当該配管が設置された第一実験棟床下は、人が容易に入れる構造ではな
かったことから点検を行っていなかった（第三・第四実験棟は点検できる
構造であり点検が実施されていた）。また、放射線障害予防規程では、自
主点検の実施や頻度については規定されていたが、点検項目や具体的な内
容までは規定されておらず、放射線取扱主任者以外の者が見直すような仕
組みがなかったため、第一実験棟床下配管は建設当初から事象発覚まで自
主点検項目に含まれなかった。したがって、配管の劣化や損傷状況を把握
し予防保全対策を講ずることや、劣化や損傷状況を早期に発見することが
出来なかった。
⑵　第一実験棟の床下をＲＩ管理区域に設定していなかったこと
　第一実験棟の床下土壌にコンクリート舗装等の防水措置を施していな
かった。つまり、施設構造において配管破断の可能性を考慮した構造と
なっていなかった。

⑴　第１実験棟床下配管においては、撤去済みであることから抜本的な地
震対策は不要であると考えているが、第三、第四実験棟の管理区域外に
あるＲＩ排水管においては、耐震性のある吊り金具を追加する等の対策
を講じることとする。
⑵　放射線障害予防規定において自主点検帳票を放射線取扱主任者以外が
見直す仕組みがなかったため、当該配管が自主点検に含まれることがな
かったことから、点検実施前に自主点検帳票を設備管理担当者及び点検
実施者に公開し、検討することによって放射線取扱主任者以外の評価を
取り入れる仕組みとした。
⑶　ＲＩ排水管が存在する非管理区域においては、万が一漏えいが発生し
ても回収できるフェイルセーフ構造に変更した後に管理区域化し、構造
上の問題等ですぐに管理区域化できない部屋については、漏水検知器を
設置する等、漏水を直ちに確認できるようなシステムを導入し、将来的
にはＲＩ排水管が通る部屋は全て管理区域化する。
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原因

再発防止策

【間接的原因】
⑴　自主点検において当該配管が対象外であったこと
　当該配管が設置された第一実験棟床下は、人が容易に入れる構造ではな
かったことから点検を行っていなかった（第三・第四実験棟は点検できる
構造であり点検が実施されていた）。また、放射線障害予防規程では、自
主点検の実施や頻度については規定されていたが、点検項目や具体的な内
容までは規定されておらず、放射線取扱主任者以外の者が見直すような仕
組みがなかったため、第一実験棟床下配管は建設当初から事象発覚まで自
主点検項目に含まれなかった。したがって、配管の劣化や損傷状況を把握
し予防保全対策を講ずることや、劣化や損傷状況を早期に発見することが
出来なかった。
⑵　第一実験棟の床下をＲＩ管理区域に設定していなかったこと
　第一実験棟の床下土壌にコンクリート舗装等の防水措置を施していな
かった。つまり、施設構造において配管破断の可能性を考慮した構造と
なっていなかった。

⑴　第１実験棟床下配管においては、撤去済みであることから抜本的な地
震対策は不要であると考えているが、第三、第四実験棟の管理区域外に
あるＲＩ排水管においては、耐震性のある吊り金具を追加する等の対策
を講じることとする。

⑵　放射線障害予防規定において自主点検帳票を放射線取扱主任者以外が
見直す仕組みがなかったため、当該配管が自主点検に含まれることがな
かったことから、点検実施前に自主点検帳票を設備管理担当者及び点検
実施者に公開し、検討することによって放射線取扱主任者以外の評価を
取り入れる仕組みとした。

⑶　ＲＩ排水管が存在する非管理区域においては、万が一漏えいが発生し
ても回収できるフェイルセーフ構造に変更した後に管理区域化し、構造
上の問題等ですぐに管理区域化できない部屋については、漏水検知器を
設置する等、漏水を直ちに確認できるようなシステムを導入し、将来的
にはＲＩ排水管が通る部屋は全て管理区域化する。
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事業所名 東海第二発電所

事象の名称

発生日時 令和４年９月13日（火）　７時48分頃

事象の概要

なし。

なし。

東海第二発電所　 輸送本部脇の変圧器における火災について

周辺公衆及び従業員等
への放射線による影響

負傷者

原因

◆　事故・故障の詳細

　東海第二発電所は第25回定期事業者検査中のところ、令和４年９月13
日７時48分頃、輸送本部※1付近で朝礼前に清掃活動を行っていた協力会
社社員３名※2（以下「協力会社社員」という）が、輸送本部脇変圧器※3

（以下「変圧器」という）から炎（変圧器の上部２箇所から、高さ約
20cm～25cm）が発生していることを確認した。このため、協力会社社
員は消火器にて消火活動を行い、７時52分頃炎を消し止めたことを確認
するとともに並行して７時50分に当社監視所に連絡した。連絡を受けた
当社監視所は公設消防に通報（覚知時間７時53分）した。また、自衛消
防隊は７時50分出動準備を開始した。
　公設消防は８時06分に発電所に到着し、当社社員の誘導のもと８時08
分より現場確認を開始した結果、公設消防は８時10分に「本事象は火災
である」と判断し、８時13分公設消防により「鎮圧」が確認された。ま
た、安全確保の観点から公設消防の許可を得た後、８時49分に当社にて
当該変圧器上流側電源のしゃ断器を「切」とした。
　公設消防は９時12分に「鎮火」を確認※4した。なお公設消防による消
火活動は行われていない。
　本事象に伴う人身災害の発生、発電所設備および環境への影響はなく、
また、輸送本部内に人は数名滞在していたが、作業は実施していなかっ
た。

※１：東海港の船舶入出港に際し海象状況確認等を行う事務所
※２：当該協力会社社員３名は、輸送本部に係る作業と関係の無い安全性向上対策工事

（防潮堤関連）に従事していた
※３：輸送本部に給電するための変圧器（屋外防滴形、可搬型、丸形 容量10kVA）
※４：炎なし、発煙なしを確認したことによる

　今回の事象発生に至った原因は以下が重畳したことによりトラッキング
現象の発生・進行を防げなかったことによるものと推定する。
⑴　当該変圧器に対する不十分な点検計画
　①　当該変圧器は点検計画に基づき１年に１回の外観点検は実施してい
たものの電気品の観点からの点検が不足していたため、塵埃の堆積や
塩分の付着に気付けなかった。

　②　また、輸送本部の施設管理の重要度に応じて点検項目を外観点検と
定めていたが、屋外電気品に対する電気火災防止の観点での点検内容
に不足があった。

⑵　当該変圧器設置環境の変化に対する認識不足
　③　当該変圧器の移動に伴い設置環境が変化したことで変圧器下部が没
水することとなったが、設置後の電気品に対する点検時の具体的な着
目点および手順が明確になっていなかったことから点検時に変圧器の
異変に気づくことができず、結果として変圧器内部を湿潤環境として
しまった。
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再発防止策 ⑴　当該変圧器を含めた密閉性のない屋外電気品に対して、具体的な着目
点として周囲の状況を確認し、溜まり水が発生し導電部が没水する等劣
悪な環境に設置されていないことなどの設置環境の確認を行うことを明
確にした上で外観点検を実施する。
⑵　具体的な点検内容を定めた上でこれまでに停電点検を実施していな
かったものについて、新たに停電点検を実施することを点検計画に定め
る。
⑶　仮設変圧器を含む電気品を屋外に設置または移動する際は、設置環境
に留意するよう全協力会社に周知するとともに、当社所員においても
日々の巡視、工事管理等での注意すべき着目点として周知し注意喚起を
行う。特に発電所で実施している発電所管理職層による現場ウォークダ
ウンでは、設置環境の確認を視点として追加し強化していく。
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再発防止策 ⑴　当該変圧器を含めた密閉性のない屋外電気品に対して、具体的な着目
点として周囲の状況を確認し、溜まり水が発生し導電部が没水する等劣
悪な環境に設置されていないことなどの設置環境の確認を行うことを明
確にした上で外観点検を実施する。

⑵　具体的な点検内容を定めた上でこれまでに停電点検を実施していな
かったものについて、新たに停電点検を実施することを点検計画に定め
る。

⑶　仮設変圧器を含む電気品を屋外に設置または移動する際は、設置環境
に留意するよう全協力会社に周知するとともに、当社所員においても
日々の巡視、工事管理等での注意すべき着目点として周知し注意喚起を
行う。特に発電所で実施している発電所管理職層による現場ウォークダ
ウンでは、設置環境の確認を視点として追加し強化していく。
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事業所名 東海第二発電所

事象の名称

発生日時 令和４年12月6日（火）　16時49分頃

事象の概要

なし。

なし。

東海第二発電所　屋外仮設照明用コンセントにおける発煙について

周辺公衆及び従業員等
への放射線による影響

負傷者

原因

◆　事故・故障の詳細

　東海第二発電所は第25回定期事業者検査中のところ、令和４年12月６
日16時49分頃、東海第二発電所駐車場付近に設置されている仮設照明用
コンセントから煙が発生していることを協力会社社員が確認した。これを
受け、16時50分、公設消防に通報し、その後、16時56分に発煙の生じた
コンセントプラグを抜くなどの措置を実施した。公設消防による現場確認
の結果、17時34分に「火災」であること及び「鎮火※1」が確認された。
なお公設消防による消火活動は行われていない。

※１：炎なし、発煙なしであること

　今回の事象発生に至った原因は以下のように推定した。
　コンセント内部への水分及び異物（土・砂）流入防止意識が不足してい
たため、当該コンセントの取付けがメーカー推奨とは逆向き（コンセント
が上向き、コンセントプラグが下向き）であったことから、降雨の影響に
より、接続部からコンセント内部へ水分とともに土・砂の異物の混入が繰
り返され、徐々に蓄積されたと考えられる。
　このため、土・砂の蓄積物が湿潤状態になり、端子部間で導電性を持っ
た状態になったため、発熱・発煙したものと推定した。

再発防止策 ⑴　屋外コンセントにおいて、メーカー推奨の取付け方向を遵守する。
⑵　屋外コンセント接続部等に、コンセントキャップの取付けや異物混入
防止用の養生を行う。
⑶　上記の内容をハンドブック※1に反映し、当社社員及び協力会社社員に
周知するとともに、発電所管理職層によるパトロールを強化する。

※１：発電所内での労働安全の基本ルールを記載した「構内立入者順守事項」
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事業所名 日本原子力研究開発機構　核燃料サイクル工学研究所

事象の名称

発生日時 令和５年２月８日（水）　14時05分頃

事象の概要

なし。

なし。

核燃料サイクル工学研究所Ａ棟におけるケーブルの溶融痕確認について

周辺公衆及び従業員等
への放射線による影響

負傷者

原因

◆　事故・故障の詳細

　核燃料サイクル工学研究所（以下、「サイクル研」という。）における
Ａ棟（核燃料物質使用施設政令第41条非該当施設）において、令和５年
１月22日18時05分頃に「Ａ棟における給排気設備の停止」事象が発生し
た。本施設は、常時負圧維持が要求されているセルやグローブボックスが
なく、フードからの放射性物質等の漏洩防止措置を行うことにより給排気
設備を停止できる施設である。また、この事象が発生した当日、フードか
らの放射性物質等の漏洩防止措置や関連する電源系統の遮断の措置、再投
入禁止の表示を行い、事象の進展がなく、施設は安全に管理し、令和５年
１月23日以降、本事象に係る原因調査を行った。
　調査の結果、令和５年２月８日14時05分頃にＡ棟第二機械室（管理区
域）に設置されている排気ブロア電動機から端子箱内のケーブルに溶融痕
を発見した（火・煙がなし）。発見者は、14時09分～11分頃に公設消防通
信指令課※1に通報するとともに、サイクル研の通報連絡責任者へ通報した
ところ、公設消防により15時23分頃に「本事象は火災である」と判断す
るとともに「火がないこと」を確認した。なお、公設消防による消火活動
は行われていない。公設消防により、火災の発生時刻は令和5年1月22日
18時05分頃（「Ａ棟における給排気設備の停止」事象の発生時刻）、鎮火
時刻を令和５年１月22日18時30分頃と推定された。
　また、Ａ棟内に他の作業員はおらず、他の作業も行っていなかった。

※１：サイクル研では、焦げ跡、溶融痕のうち、「熱」「臭い」がないなど、過去のもの
と判断できるもののうち、消火の必要性がなかったと判断でき、かつ、消火の痕跡
がないものは「公設消防（119）」ではなく、「公設消防通信指令課」に通報すること
となっている

⑴　電源盤から引いた電源ケーブルの施工において、排気ブロア端子箱に
引き込んだ電源ケーブルが、他のケーブルに押されることで損傷し易い
（きつく曲がった）状態になるような施工不備があったこと。
⑵　ほぼ直角に曲がった電源ケーブルは、他のケーブルに比べ振動の影響
を受けやすく、排気ブロアからの振動により、金属疲労により少しずつ
損傷し破断したこと。
⑶　今回のような電源ケーブルの施工が、火災に至るという認識が無く、
端子箱内の点検が実施されていなかったこと。
　以上から、当該電源コードに外力が加わり、損傷を防ぐことができず、
それを発見することもできなかった。

再発防止策 ⑴　定期的な端子箱内の点検について、要領等に追記し実施する。
⑵　当該排気ブロア電動機のケーブルと内部の電気系統に断線があったた
め、健全な同等品に交換を行うとともに、今後設置される類似設備につ
いて、電源ケーブルにきつい曲げを作らないこと及び振動を低減させる
措置を講じることを要領等に定め、施工管理する。
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事業所名 日本原子力研究開発機構　核燃料サイクル工学研究所

事象の名称

発生日時 令和５年２月８日（水）　14時05分頃

事象の概要

なし。

なし。

核燃料サイクル工学研究所Ａ棟におけるケーブルの溶融痕確認について

周辺公衆及び従業員等
への放射線による影響

負傷者

原因

◆　事故・故障の詳細

　核燃料サイクル工学研究所（以下、「サイクル研」という。）における
Ａ棟（核燃料物質使用施設政令第41条非該当施設）において、令和５年
１月22日18時05分頃に「Ａ棟における給排気設備の停止」事象が発生し
た。本施設は、常時負圧維持が要求されているセルやグローブボックスが
なく、フードからの放射性物質等の漏洩防止措置を行うことにより給排気
設備を停止できる施設である。また、この事象が発生した当日、フードか
らの放射性物質等の漏洩防止措置や関連する電源系統の遮断の措置、再投
入禁止の表示を行い、事象の進展がなく、施設は安全に管理し、令和５年
１月23日以降、本事象に係る原因調査を行った。
　調査の結果、令和５年２月８日14時05分頃にＡ棟第二機械室（管理区
域）に設置されている排気ブロア電動機から端子箱内のケーブルに溶融痕
を発見した（火・煙がなし）。発見者は、14時09分～11分頃に公設消防通
信指令課※1に通報するとともに、サイクル研の通報連絡責任者へ通報した
ところ、公設消防により15時23分頃に「本事象は火災である」と判断す
るとともに「火がないこと」を確認した。なお、公設消防による消火活動
は行われていない。公設消防により、火災の発生時刻は令和5年1月22日
18時05分頃（「Ａ棟における給排気設備の停止」事象の発生時刻）、鎮火
時刻を令和５年１月22日18時30分頃と推定された。
　また、Ａ棟内に他の作業員はおらず、他の作業も行っていなかった。

※１：サイクル研では、焦げ跡、溶融痕のうち、「熱」「臭い」がないなど、過去のもの
と判断できるもののうち、消火の必要性がなかったと判断でき、かつ、消火の痕跡
がないものは「公設消防（119）」ではなく、「公設消防通信指令課」に通報すること
となっている

⑴　電源盤から引いた電源ケーブルの施工において、排気ブロア端子箱に
引き込んだ電源ケーブルが、他のケーブルに押されることで損傷し易い
（きつく曲がった）状態になるような施工不備があったこと。

⑵　ほぼ直角に曲がった電源ケーブルは、他のケーブルに比べ振動の影響
を受けやすく、排気ブロアからの振動により、金属疲労により少しずつ
損傷し破断したこと。

⑶　今回のような電源ケーブルの施工が、火災に至るという認識が無く、
端子箱内の点検が実施されていなかったこと。

　以上から、当該電源コードに外力が加わり、損傷を防ぐことができず、
それを発見することもできなかった。

再発防止策 ⑴　定期的な端子箱内の点検について、要領等に追記し実施する。
⑵　当該排気ブロア電動機のケーブルと内部の電気系統に断線があったた
め、健全な同等品に交換を行うとともに、今後設置される類似設備につ
いて、電源ケーブルにきつい曲げを作らないこと及び振動を低減させる
措置を講じることを要領等に定め、施工管理する。

57

第 

２ 

章

事業所名 東海発電所・東海第二発電所

事象の名称

発生日時 令和５年２月８日（水）　14時46分頃

事象の概要

なし。

なし。

監視所内電気ストーブ電源コードの焦げ跡の確認について

周辺公衆及び従業員等
への放射線による影響

負傷者

原因

◆　事故・故障の詳細

　東海発電所は廃止措置中、東海第二発電所は第25回定期事業者検査中
のところ、令和５年２月８日14時46分頃、監視業務を行っていた委託警
備員が監視所内の電気ストーブ（以下、「当該ストーブ」という）のス
イッチを投入した際、当該ストーブの電源コード（以下、「当該電源コー
ド」という）のコンセントプラグを差し込んでいるコンセント付近から煙
と焦げ臭いにおいらしきものを確認した。このため、コンセントから当該
電源コードのコンセントプラグを直ちに引き抜き確認したところ、当該電
源コードに焦げ跡らしきものを確認した。これを受けて、14時48分に監
視所より公設消防に通報（覚知時刻14時48分）した。また、自衛消防隊
は14時57分に出動した。
　公設消防より、16時35分に火災※1であると判断された（15時06分に鎮
火※2を確認）。
　なお、本事象に伴い当社及び公設消防は消火活動を実施していない。ま
た、本事象に伴う人身災害の発生、発電所設備及び環境への影響は無かっ
た。

※１：燃焼現象の結果としての煤が見られたため。
※２：熱画像により周囲の温度と同じであることを確認したため。

⑴　電源コードの保護・養生等、電化製品の取扱い時の不注意が火災発生
につながるという認識が不足していた。
⑵　当該電源コードに椅子のキャスター等が接触し、外力が加わりやすい
環境で使用しており、かつ、容易に持ち運びが可能であり、移動の都
度、当該電源コードが引っ張られた可能性がある。
⑶　当該ストーブは日々の使用前点検が未実施であった。

　以上から、当該電源コードに外力が加わり、損傷を防ぐことができず、
それを発見することもできなかった。

再発防止策 ⑴　机下等の床面に設置した電源コード等、無意識に「踏みつけ」「ぶつ
け」「引っ掛け」をしてしまう可能性のある箇所は、保護カバーの設置
又はテープによる養生を実施する。
⑵　電気ストーブ等の容易に移動できる機器では、持ち運びによって電源
コードへ外力が加わることが考えられるため、毎日１回、コンセントプ
ラグ周りに損傷が無いことを確認する。
⑶　電源ストーブの意図しない電源投入による火災発生防止のため、使用
時以外はコンセントプラグを必ず抜く。
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事業所名 公益財団法人核物質管理センター東海保障措置センター

事象の名称

発生日時 令和５年２月13日（月）　13時05分頃

事象の概要

なし。

なし。

東海保障措置センター開発試験棟における延長コードコンセントの焦げ跡
の発見について

周辺公衆及び従業員等
への放射線による影響

負傷者

原因

◆　事故・故障の詳細

　令和５年２月13日（月）13時05分頃、東海保障措置センター（以下
「センター」という）開発試験棟201号室（非管理区域）で休憩を終えた
工事請負者が、201号室への給電に使用する延長コードコンセント（ブ
レーカー付延長コード及び電工ドラム、工事請負者所有品）の電源を落と
すために202号室（非管理区域）に入室した際、焦げ臭いにおいを感じ
た。そこで工事請負者は、202号室の壁コンセントに接続したブレーカー
付延長コードを引き抜いたが異常がなかったため、ブレーカー付延長コー
ドに接続した電工ドラムの差込プラグを引き抜いたところ、双方に焦げ跡
があることを発見した。
　13時12分頃に事象の報告を受けたセンター職員は状況を確認し、13時
28分頃に公設消防に119番通報したところ、公設消防は13時57分頃に本
事象は火災であったと認定した。

⑴　電工ドラムの差込プラグ片側の締め付けにゆるみがあり、電気抵抗が
増え、その部分が発熱したことが火災の要因と特定。
⑵　持込工具等はセンターによる外観点検等が実施されていたが、延長
コード類や電工ドラムを含む電源ケーブル（以下「電源ケーブル類」と
いう）に係る火災への認識が不足しており、差込プラグ部分のがたつき
やゆるみ等の確認がなされていなかったこと。
⑶　⑵について、センターだけではなく、工事請負者も電源ケーブルに係
る火災への認識が不足していたこと。

再発防止策 ⑴　センター内で使用する電源ケーブル類については、目視外観点検に加
え、コンセント及び差込プラグ部分の劣化（がたつき、ゆるみ、変色、
変形、改造）の有無の点検を行う。この点検方法等を要領に明記し、点
検を実施する。
⑵　センター職員への安全意識の向上を図る教育を実施した。同様に工事
請負者の教育についても、適宜実施する。
⑶　⑴から⑵の対策について保安規定に基づく保安品質マネジメントシス
テムに則した有効性評価を行い必要に応じて改善を図る。
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事業所名 公益財団法人核物質管理センター東海保障措置センター

事象の名称

発生日時 令和５年２月13日（月）　13時05分頃

事象の概要

なし。

なし。

東海保障措置センター開発試験棟における延長コードコンセントの焦げ跡
の発見について

周辺公衆及び従業員等
への放射線による影響

負傷者

原因

◆　事故・故障の詳細

　令和５年２月13日（月）13時05分頃、東海保障措置センター（以下
「センター」という）開発試験棟201号室（非管理区域）で休憩を終えた
工事請負者が、201号室への給電に使用する延長コードコンセント（ブ
レーカー付延長コード及び電工ドラム、工事請負者所有品）の電源を落と
すために202号室（非管理区域）に入室した際、焦げ臭いにおいを感じ
た。そこで工事請負者は、202号室の壁コンセントに接続したブレーカー
付延長コードを引き抜いたが異常がなかったため、ブレーカー付延長コー
ドに接続した電工ドラムの差込プラグを引き抜いたところ、双方に焦げ跡
があることを発見した。
　13時12分頃に事象の報告を受けたセンター職員は状況を確認し、13時
28分頃に公設消防に119番通報したところ、公設消防は13時57分頃に本
事象は火災であったと認定した。

⑴　電工ドラムの差込プラグ片側の締め付けにゆるみがあり、電気抵抗が
増え、その部分が発熱したことが火災の要因と特定。

⑵　持込工具等はセンターによる外観点検等が実施されていたが、延長
コード類や電工ドラムを含む電源ケーブル（以下「電源ケーブル類」と
いう）に係る火災への認識が不足しており、差込プラグ部分のがたつき
やゆるみ等の確認がなされていなかったこと。

⑶　⑵について、センターだけではなく、工事請負者も電源ケーブルに係
る火災への認識が不足していたこと。

再発防止策 ⑴　センター内で使用する電源ケーブル類については、目視外観点検に加
え、コンセント及び差込プラグ部分の劣化（がたつき、ゆるみ、変色、
変形、改造）の有無の点検を行う。この点検方法等を要領に明記し、点
検を実施する。

⑵　センター職員への安全意識の向上を図る教育を実施した。同様に工事
請負者の教育についても、適宜実施する。

⑶　⑴から⑵の対策について保安規定に基づく保安品質マネジメントシス
テムに則した有効性評価を行い必要に応じて改善を図る。
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　令和４年度の測定結果は、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により、事故

　なお、これらについては、県内原子力施設からの影響ではないことを確認しています。

２　環境放射線の監視

○環境放射線・放射能の測定結果

①　原子力施設周辺における積算線量に基づく被ばく線量の推定（福島第一原子
力発電所事故の影響による外部被ばく実効線量）

（１）　線量評価（令和４年４月～令和５年３月）

区　　　　　　　　　　分 推定結果

排気
外部被ばくによる実効線量 0.0001mSv 以下

内部被ばくによる預託実効線量 0.0001mSv 以下

排水
外部被ばくによる実効線量 0.0000mSv

内部被ばくによる預託実効線量 0.0024mSv 以下

②　原子力施設の排気・排水測定結果に基づく被ばく線量の推定（県内原子力施
設からの影響による被ばく実効線量）
　原子力施設の排気・排水中の放射性物質の放出量から推定した実効線量は次のとおりであり、一
般公衆の線量限度（１mSv）を大幅に下回っていることを確認しました。

　なお、上記の外部被ばく実効線量は、測定地点に滞在し続けたと仮定した場合（24時間 365日）の
値であり、福島第一原子力発電所事故を受けて国が用いている、1日のうち屋外に８時間、屋内　に
16時間滞在するという生活パターンを仮定して計算した場合、福島第一原子力発電所事故による追加
の外部被ばく実効線量は、0.00～ 0.13mSvと推定されます。
　また、積算線量計の設置場所において、樹木等が多く存在している場所では、積算線量が高くなる傾
向にありますが、いずれの値も線量計の設置地点における計測値であり、設置された学校等の施設全
体を代表する値ではありません。
　　　※屋内は屋外の線量の 0.4 倍として計算

※

区分 地点数 実測に基づく
実効線量（mSv）

自然放射線による
実効線量（mSv）

福島原発事故による
実効線量（mSv）

外部被ばくによる
実効線量 61 0.23～ 0.46 0.18 ～ 0.34 0.00～ 0.22

令和４年度における積算線量による外部被ばく実効線量は、一般の生活環境に設置している行

前の値を上回りました。

政区域 61地点の測定結果から、0.23 ～ 0.46 ミリシーベルト（mSv）であり、この値は福島第一原
子力発電所事故前から存在していた自然放射線によるものと、当該事故で放出された放射性物質
によるものとを足し合わせたものとなっています。

なお、各地点における自然放射線〔福島第一原子力発電所事故前　 5 年間（平成 17 年度～平成
21 年度）の平均値〕による外部被ばく実効線量は、0.18 ～ 0.34mSv であるため、福島第一原子
力発電所事故で放出された放射性物質の影響による追加の外部被ばく実効線量は0.00～0.22mSv

と推定されます。

第 

２ 

章



60

①　空間ガンマ線量率測定結果

（２）　短期的変動調査結果（令和４年４月～令和５年３月）

　原子力施設内及び周辺 100地点において測定している各測定局の空間線量率の測定結果は次のとお

りでした。

項　　　　　　　　　　目 地点数 測定頻度 単位 測定結果※1,※2

空間ガンマ線量率
（空間線量率測定局等）

）値均平月（75～03連続100

　　※1　各測定局毎に測定した月平均値の範囲
　　※2　松林等が存在している場所では、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質が蓄積しているため空間ガンマ
　　　　線量率が高くなる。

nGy/時

②　環境試料中の放射能測定結果
　原子力施設内及び周辺の環境試料中の放射能測定結果は次のとおりであり、福島第一原子力発電

で放所事故 出された放射性物質の影響により、大気塵埃及び降下塵から137Cs などの放射性核種が検
ました。

　　※　＊は不検出

（３）　長期的変動調査結果（令和４年４月～令和５年３月）

①　積算線量測定結果
　原子力施設周辺で測定している積算線量の測定結果は次のとおりでした。

項目 地点数 単位 54Mn 60Co 95Zr 95Nb 106Ru 137Cs134Cs 144Ce

大気塵埃 18 mBq/㎥ ＊ ＊～1.4

＊～1.5

＊ ＊

降下塵 3 Bq/㎡ ＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊ ＊ ＊

　　※　各測定局毎に測定した月平均値の範囲

項目 地点数 測定頻度 単位 測定結果

積算線量

行政区域 65

年 4回 mGy/6 ヶ月

0.14 ～ 0.30

0.35 ～ 0.38

0.14 ～ 0.72敷地境界 28

敷地内 1

出され

　なお、福島第一原子力発電所事故前の最高値は 0.22 ミリグレイ /６ヶ月（mGy/６ヶ月）（平成
22 年度上期）であり、事故で放出された放射性物質の影響により、ほとんどの地点において、事故
前の最大値を上回っていました。
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　　※　各測定局毎に測定した月平均値の範囲

項目 地点数 測定頻度 単位 測定結果

積算線量
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0.14 ～ 0.30

0.35 ～ 0.38

0.14 ～ 0.72敷地境界 28

敷地内 1

出され

　なお、福島第一原子力発電所事故前の最高値は 0.22 ミリグレイ /６ヶ月（mGy/６ヶ月）（平成
22 年度上期）であり、事故で放出された放射性物質の影響により、ほとんどの地点において、事故
前の最大値を上回っていました。
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項目 地点数 単位 54Mn 60Co 90Sr 95Zr 95Nb 106Ru 134Cs 144Ce H Pu

河底土 1 Bq/kg・乾 ＊ ＊

土　壌 8 Bq/kg・乾 ＊ ＊

海岸砂 3 Bq/kg・乾 ＊ ＊ ＊

1.3～1.8

＊

＊＊

＊

＊

＊

＊

河川水・湖沼水 7 Bq/L ＊ ＊ ＊

＊

＊ ＊

＊ ＊海　水 12 Bq/L ＊

海底土 12 Bq/kg・乾 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊～0.55 ＊ 0.25～0.88

排水口近辺土砂 2 Bq/kg・乾 ＊

＊ ＊

＊

　　※　Puについては、過去の最大値（1.8Bq/kg・乾）より低い値であったため、事故で放出された放射性物質の影響とは
　　　　判断できないものとしました。
　　※　海底土については、22Na、58Co、152Eu及び154Euも測定しているが不検出。

②　環境試料中の放射能測定結果
　原子力施設周辺の環境試料中の放射能測定結果は次のとおりでした。137Cs 134Cs及び については、

＊～25

＊

＊

＊ ＊飲料水 10 Bq/L ＊

137Cs

38～68

1.0～24

＊～0.0050

＊～0.024

＊

＊～1.5

36～840

U

福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響が見られました。

3 ※
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　なお、測定結果については、次ページのとおり開催した茨城県東海地区環境放射線監視委員会に
おいて妥当であるとの評価を受けています。
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令和４年度茨城県東海地区環境放射線監視委員会開催実績
No. 開催日及び開催結果

第１回

令和４年10月21日
○令和３年度環境放射線監視結果について
①　第３四半期（令和３年10月～12月）短期的変動調査結果
②　第４四半期（令和４年１月～３月）短期的変動調査結果
③　下半期（令和３年10月～令和４年３月）長期的変動調査結果
④　線量の推定結果（令和３年４月～令和４年３月）
福島第一原子力発電所事故の影響により、放射性核種が検出された。

第２回
（臨時）

令和５年３月３日から３月 15 日（書面開催）
○茨城県環境放射線監視計画の一部改訂について

②　海水中のトリチウム測定結果について

○報告事項
①　福島第一原子力発電所事故に係る特別調査結果の概要について

令和５年度茨城県東海地区環境放射線監視委員会開催実績
No. 開催日及び開催結果

令和５年２月13日
○令和４年度環境放射線監視結果について
①　第１四半期（令和4年4月～6月）短期的変動調査結果
②　第２四半期（令和4年7月～9月）短期的変動調査結果
③　第３四半期（令和4年10月～12月）短期的変動調査結果
④　第４四半期（令和5年1月～3月）短期的変動調査結果
⑤　上半期（令和4年4月～9月）長期的変動調査結果
⑥　下半期（令和4年10月～令和5年3月）長期的変動調査結果
⑦　線量の推定結果（令和4年4月～令和5年3月）
福島第一原子力発電所事故の影響により、放射性核種が検出された。
○茨城県環境放射線監視計画の一部改訂について
○報告事項
①　福島第一原子力発電所事故に係る特別調査結果の概要について
②　海水中のトリチウム測定結果について
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令和４年度茨城県東海地区環境放射線監視委員会開催実績
No. 開催日及び開催結果

第１回

令和４年10月21日
○令和３年度環境放射線監視結果について
①　第３四半期（令和３年10月～12月）短期的変動調査結果
②　第４四半期（令和４年１月～３月）短期的変動調査結果
③　下半期（令和３年10月～令和４年３月）長期的変動調査結果
④　線量の推定結果（令和３年４月～令和４年３月）
福島第一原子力発電所事故の影響により、放射性核種が検出された。

第２回
（臨時）

令和５年３月３日から３月 15 日（書面開催）
○茨城県環境放射線監視計画の一部改訂について

②　海水中のトリチウム測定結果について

○報告事項
①　福島第一原子力発電所事故に係る特別調査結果の概要について

令和５年度茨城県東海地区環境放射線監視委員会開催実績
No. 開催日及び開催結果

令和５年２月13日
○令和４年度環境放射線監視結果について
①　第１四半期（令和4年4月～6月）短期的変動調査結果
②　第２四半期（令和4年7月～9月）短期的変動調査結果
③　第３四半期（令和4年10月～12月）短期的変動調査結果
④　第４四半期（令和5年1月～3月）短期的変動調査結果
⑤　上半期（令和4年4月～9月）長期的変動調査結果
⑥　下半期（令和4年10月～令和5年3月）長期的変動調査結果
⑦　線量の推定結果（令和4年4月～令和5年3月）
福島第一原子力発電所事故の影響により、放射性核種が検出された。

○茨城県環境放射線監視計画の一部改訂について
○報告事項
①　福島第一原子力発電所事故に係る特別調査結果の概要について
②　海水中のトリチウム測定結果について
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（１）　原子力災害に備えた茨城県広域避難計画

3　原子力防災

（２）原子力防災研修

　県・市町村・警察・消防・その他防災業務関係者が、それぞれの防災業務を迅速かつ的確に行うた
めの知識と技術の習得を図るため、公益財団法人原子力安全研究協会等が開催した研修等に、防災関
係機関職員を派遣しています。

・平成27年 3月に公表した広域避難計画において今後の課題とした「県外避難先の確保」、
「避難退域時検査体制」、 「安定ヨウ素剤の配布体制」、 「複合災害への対応」、 「移動
手段の確保」について協議・調整を行いました。

・県外避難先の確保について、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県及び県外避難先市町
村に対して、平成26年度から協議・調整を進めてきた結果、平成30年 12月までに県
外避難先となる９市町すべてが協定を締結しました。
・これを受けて県広域避難計画について、平成31年3月に県外避難先市町村名の明記、
対象人口の修正等の改定を行いました。
・避難退域時検査場所について、避難経路に面する高速道路のサービスエリアや公共施
設等に決定し、令和２年３月に公表しました。
・複合災害への対応について、自然災害等により当初予定している第一の避難先が使用
できない場合に、第一の避難先を除く福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県及び宮城
県に、第二の避難先として受入れの調整をすることを令和３年３月に公表しました。
・令和５年５月に、令和２年国勢調査の結果を踏まえ、県広域避難計画の対象人口の修
正等を行いました。

◆　令和４年度に実施・参加した研修 （単位：名）

研　修　名
参加者の所属・参加人数

合計
県 県警 市町村 消防本部 その他

原子力防災基礎研修（３回） 16 0 733126 0

合計 50 56473 59 227

原子力災害対策要員研修 2 1 301210 10

モニタリング技術基礎講座 7 900 40

実務人材研修（避難退域時検査等） 2 0 0 00 0

EMC活動訓練 9 0 0 230 15

実務人材研修（バスによる住民退避等） 16000 6 0

実務人材研修（防護措置の情報共有） 0001 1 0

中核要員研修（初級・市町村編） 0000 5 0

災害対策要員向け講義 0002 0 0

原子力防災セミナー 0000 4 0

原子力災害現地本部図上演習 766113 14 28

第 

２ 

章



第
２
章

（３）災害対策本部事務局設置等訓練

　平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災及びそれに伴い発生した福島第一原子力発電所事故
への対応における課題や教訓を踏まえ、茨城県災害対策本部事務局員等の対応能力の向上を目的として、
事務局設置・初動対応等の訓練を実施しています。
　令和２年度以降は、新型コロナウイルス感染症流行拡大の影響により実施されませんでした。

目 的
　東日本大震災やそれに伴い発生した福島第一原子力発電所事故への対応における
課題や教訓を踏まえ、事務局設置訓練及び緊急時活動レベル（EAL）に基づく行動
を想定した訓練を実施することにより、事務局員等の対応能力の向上を図る。

実 施 日 時 令和２年１月 17日

対象事業所 日本原子力発電株式会社

対 象 施 設 東海第二発電所

参 加 人 数 38 名

訓 練 の

主 な 成 果

訓 練 想 定

　東海第二発電所において、地震により外部電源が喪失。非常用発電機が起動で
きず、また、使用済燃料貯蔵槽冷却系配管の損傷等が発生したため、使用済燃料
貯蔵槽の水位が低下し、EALの警戒事態に至る。

　複合災害発生時において災害対策本部事務局員がEALに基づく行動を確認でき
た。また、テレビ会議システム、ＩＰ電話・FＡX等の通信連絡手段を確認するこ
とで、災害対策本部事務局員等の対応能力の向上が図られた。

〈参考〉令和元年度の実施内容
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（３）災害対策本部事務局設置等訓練
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〈参考〉令和元年度の実施内容
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（４）防災活動資機材等の整備

　県では、原子力災害時における防災対策及び防災活動従事者の被ばく防護のため、各種資機材を昭
和 54年度から整備しており、防護服等の消耗品については、順次補充しています。
　資機材の一部（ＧＭサーベイメータ、ＮａＩシンチレーションサーベイメータ及び個人線量計等）に
ついては、東海村をはじめとする関係14 市町村に貸与し、いつでも使用が可能なように保守点検等
を実施しています。

　

◆　令和４年度に整備した主な資機材

資機材名称 数　量 市町村への貸与

6台投光器 ○

発電機 4台 ○

◆　令和４年度に点検・校正した主な資機材

資機材名称 数　量 市町村への貸与

ＧＭサーベイメータ 93 台 ○

129 台ＮａＩシンチレーションサーベイメータ ○

2,522 台個人線量計 ○

12 台中性子サーベイメータ ○

147 台電離箱サーベイメータ ○

◆　安定ヨウ素剤の事前配布及び備蓄状況 （令和５年３月末現在）

対象者数 63,152人

配布市村 日立市、那珂市、東海村

配布者数 29,239人（配布率：46.3％）

備蓄場所

配　
　

布

　

14市町村69施設、県庁及び中央保健所

備 蓄 量

ヨウ化カリウム丸：５,８８０,０００丸
ゼリー状安定ヨウ素剤（16.3mg）：22,990包
ゼリー状安定ヨウ素剤（32.5mg）：65,610包

　また、PAZ内住民及びPAZ外からPAZ内の事業所に通勤する方のうち安定ヨウ素剤の配布を希望する
方に対し、安定ヨウ素剤の事前配布を実施しています。

　UPZ内住民分として対象人口の概ね３倍量を備蓄している安定ヨウ素剤は、使用期限に応じて更新
し、全備蓄量の２／３を14市町村で、残り１／３を県で保管しています。平成28年度から製造を開始
したゼリー状安定ヨウ素剤についても、平成30年度までの３年間で、必要量の備蓄を完了しました。

備

蓄
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（５）病院や社会福祉施設の放射線防護対策

　緊急時に早期の避難が困難な住民等のための屋内退避施設（病院や社会福祉施設等）の放射線防
護対策を行うため、令和４年度にＰＡＺ及び５～10kmの事業者に対して補助金を交付しました。

（６）原子力災害対策特別措置法に基づく立入検査

　原子力災害対策特別措置法に基づき事業者が行う原子力災害予防等の措置が適切に行われているこ
とを確認するため、県は所在市町村等とともに、同法第 32条に基づく立入検査を実施しました。

実 施 期 間 令和５年１月26日～令和５年３月13日

実 施 対 象 原子力災害対策特別措置法対象６事業所※

※ 　機構原科研、機構サイクル研、機構大洗、原電、三菱原燃、ＮＤＣ

検 査 項 目 （１）原子力事業者防災業務計画の作成、修正、公表状況の確認
（２）原子力防災組織、原子力防災要員届出状況の確認
（３）原子力（副）防災管理者届出状況の確認
（４）放射線測定設備の設置状況 、性能検査、測定結果記録の確認
（５）原子力防災資機材の整備、保守点検状況の確認
（６）緊急事態応急対策拠点施設備付け資料提出の確認
（７）その他防災訓練実施状況　等

実 施 結 果
 
　実施した全ての事業者について、全ての項目で良好であることを確認した。

◆　放射線防護対策を実施した施設数

施設種別

病　院

社会福祉施設

在宅の要配慮者
避難施設
現地の緊急時
対策拠点施設

平成25年度
交 付 確 定

２施設

６施設

－

－

平成28年度
交 付 決 定

２施設

３施設

－

－

平成29年度
交 付 決 定

１施設

２施設

１施設

－

令和２年度
交 付 決 定

１施設

－

１施設

－

令和元年度
交 付 決 定

１施設

１施設

１施設

－

１施設

２施設

１施設

－

平成30年度
交 付 決 定

－

２施設

－

－

平成27年度
交 付 確 定

１施設

３施設

－

１施設

平成26年度
交 付 確 定

２施設

－

１施設

－

令和３年度
交 付 決 定

令和４年度
交 付 決 定

－

－

１施設

－
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（５）病院や社会福祉施設の放射線防護対策

　緊急時に早期の避難が困難な住民等のための屋内退避施設（病院や社会福祉施設等）の放射線防
護対策を行うため、令和４年度にＰＡＺ及び５～10kmの事業者に対して補助金を交付しました。

（６）原子力災害対策特別措置法に基づく立入検査

　原子力災害対策特別措置法に基づき事業者が行う原子力災害予防等の措置が適切に行われているこ
とを確認するため、県は所在市町村等とともに、同法第 32条に基づく立入検査を実施しました。

実 施 期 間 令和５年１月26日～令和５年３月13日

実 施 対 象 原子力災害対策特別措置法対象６事業所※

※ 　機構原科研、機構サイクル研、機構大洗、原電、三菱原燃、ＮＤＣ

検 査 項 目 （１）原子力事業者防災業務計画の作成、修正、公表状況の確認
（２）原子力防災組織、原子力防災要員届出状況の確認
（３）原子力（副）防災管理者届出状況の確認
（４）放射線測定設備の設置状況 、性能検査、測定結果記録の確認
（５）原子力防災資機材の整備、保守点検状況の確認
（６）緊急事態応急対策拠点施設備付け資料提出の確認
（７）その他防災訓練実施状況　等
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　実施した全ての事業者について、全ての項目で良好であることを確認した。

◆　放射線防護対策を実施した施設数

施設種別

病　院

社会福祉施設

在宅の要配慮者
避難施設
現地の緊急時
対策拠点施設

平成25年度
交 付 確 定

２施設

６施設

－

－

平成28年度
交 付 決 定

２施設

３施設

－

－

平成29年度
交 付 決 定

１施設

２施設

１施設

－

令和２年度
交 付 決 定

１施設

－

１施設

－

令和元年度
交 付 決 定

１施設

１施設

１施設

－

１施設

２施設

１施設

－

平成30年度
交 付 決 定

－

２施設

－

－

平成27年度
交 付 確 定

１施設

３施設

－

１施設

平成26年度
交 付 確 定

２施設

－

１施設

－

令和３年度
交 付 決 定

令和４年度
交 付 決 定

－

－

１施設

－
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（１）ラジオ広報
　県民から寄せられた原子力に関する様々な疑問にお答えするため、茨城放送にて「原子力と放射線
なんでもＱ＆Ａ」を放送しました。また、課のYouTubeチャンネルを開設し、ラジオ放送の内容を発
信しました。

　

放 送 日 令和５年２月13日～３月10日（平日のみ20日間）

放送回数 40 回（ 1 日 2回、20日間）

広報テーマ 原子力と放射線　なんでもＱ&Ａ

回答・解説者
茨城大学　田内広教授
東京大学大学院　岡本孝司教授

（YouTubeにて公開中の動画）（全10回）

　

４　原子力広報
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（２）原子力教員セミナーの開催

講義「放射線の基礎知識」 身の回りの放射線測定体験

目で見る放射線観測体験 茨城県原子力オフサイトセンター見学

〈参考〉令和元年度の実施内容

実施期間
令和４年11月15日（火）～令和４年11月30日（水）
※動画配信による開催

公立学校教員および各教育委員会等の担当者　125名参加者

実施内容
（１）原子力と放射線に関する講義

（２）放射性物質の測定実習

　文部科学省の原子力・エネルギー教育支援事業の一環として、教育関係者を対象に原子力と放射線
に関する研修を実施して、正しい知識の普及促進を図りました。
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講義風景

測定体験風景

観測体験風景

（３）原子力専門家派遣事業の実施

№ 実施日 市町村 学校名 参加人数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

観測体験 測定体験

計　1,238名

９月７日

９月13日

９月26日

９月29日

10月３日

10月４日

10月28日

11月２日

11月16日

11月17日

11月22日

11月30日

12月１日

12月５日

12月７日

12月12日

12月13日

12月14日

12月15日

12月22日

１月23日

１月25日

１月26日

２月６日

２月７日

２月９日

２月17日

常陸太田市

日立市

ひたちなか市

八千代町

日立市

日立市

常陸大宮市

常総市

古河市

ひたちなか市

小美玉市

石岡市

東海村

東海村

笠間市

東海村

水戸市

東海村

東海村

鹿嶋市

八千代町

取手市

八千代町

水戸市

水戸市

取手市

日立市

常陸太田市

20 

10 

28 

14 

82 

75 

12 

98 

16 

53 

53 

72 

10 

49 

43 

25 

22 

72 

73 

19 

49 

65 

47 

55 

59 

80 

19 

○

―

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

―

○

○

○

○

○

○

―

○

○

○

○

○

○

○

―

○

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

○

―

―

―

―

―

―

○

―

―

―

―

―

―

○

誉田小学校※

東小沢小学校※

長堀小学校

川西小学校

大久保小学校

大久保小学校

※大賀小学校

水海道中学校

西牛谷小学校

美乃浜学園※

堅倉小学校※

府中小学校※

東海高校

白方小学校

稲田小学校※

白方小学校

飯富小学校※

東海高校

東海高校

中野西小学校

中結城小学校

戸頭中学校

下結城小学校

第二中学校

第二中学校

永山中学校

仲町小学校※

里美小学校※28 ３月２日 18 ○ ―

※：原子力科学館へ来館しての実施

　文部科学省の原子力・エネルギー教育支援事業の一環として、小・中学校、高等学校に原子力の
専門家を派遣して、原子力と放射線に関する授業を実施しました。



（４）公立小・中・高等・特別支援学校等の教職員を対象とした「原子力・放射線に関する
　　教育」研修会の実施
　児童生徒が原子力・放射線について正しい知識をもち、正しく判断し、安全に対応できるようにす
るため、教職員の指導力の向上を図りました。

高校等：令和４年５月30日（月） 県教育研修センター（米所）

実施対象者 公立小・中・高等・特別支援学校等教員　441人

実 施 期 日
及び場所等

実 施 内 容
（１）原子力・放射線の正しい理解についての講義

（２）学校における原子力防災についての講義

小　中：令和４年６月14日（火） 双方向オンライン研修
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（５）原子力と放射線の基礎知識普及・啓発講座の実施
　文部科学省・経済産業省の広報・調査等事業の一環として毎年実施している本講座は、新型コロナ
ウイルス感染症流行拡大の影響により開講されませんでした。

令和４年度原子力と放射線の基礎知識普及・啓発講座実施結果

No. 実施日 実施場所 対象 参加人数（名）
航空自衛隊百里救難隊

航空自衛隊百里救難隊

茨城原子力協議会

茨城原子力協議会

航空自衛隊百里救難隊

常陸太田市

〃

〃

那珂市

常陸大宮市

ひたちなか市

茨城町農業政策課

茨城原子力協議会

常陸大宮市

計

９

９

17

16

52

17

13

29

22

９

30

17

16

56

312

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

市町村
９月21日

９月22日

10月29日

12月24日

１月25日

１月28日

１月28日

１月28日

２月12日

２月12日

２月18日

２月28日

３月４日

３月14日

小美玉市

小美玉市

東海村

日立市

小美玉市

常陸太田市

〃

〃

那珂市

常陸大宮

ひたちなか

茨城町

水戸市

常陸大宮市

原子力科学館別館研修室

原子力科学館別館研修室

原子力科学館別館研修室

日立シビックセンター

航空自衛隊百里基地内研修室

広域避難訓練中バス車内

西小沢公民館

里美文化センター
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（４）公立小・中・高等・特別支援学校等の教職員を対象とした「原子力・放射線に関する
　　教育」研修会の実施
　児童生徒が原子力・放射線について正しい知識をもち、正しく判断し、安全に対応できるようにす
るため、教職員の指導力の向上を図りました。

高校等：令和４年５月30日（月） 県教育研修センター（米所）
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実 施 期 日
及び場所等

実 施 内 容
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（２）学校における原子力防災についての講義

小　中：令和４年６月14日（火） 双方向オンライン研修
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（５）原子力と放射線の基礎知識普及・啓発講座の実施
　文部科学省・経済産業省の広報・調査等事業の一環として毎年実施している本講座は、新型コロナ
ウイルス感染症流行拡大の影響により開講されませんでした。

令和４年度原子力と放射線の基礎知識普及・啓発講座実施結果

No. 実施日 実施場所 対象 参加人数（名）
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航空自衛隊百里救難隊
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茨城原子力協議会

航空自衛隊百里救難隊

常陸太田市

〃

〃

那珂市

常陸大宮市

ひたちなか市

茨城町農業政策課

茨城原子力協議会

常陸大宮市

計

９

９

17

16

52

17

13

29

22

９

30

17

16

56

312

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

市町村
９月21日

９月22日

10月29日

12月24日

１月25日

１月28日

１月28日

１月28日

２月12日

２月12日

２月18日

２月28日

３月４日

３月14日

小美玉市

小美玉市

東海村

日立市

小美玉市

常陸太田市

〃

〃
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常陸大宮
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広域避難訓練中バス車内

西小沢公民館
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大内公民館

北富田集会所

長砂転作推進センター

原子力科学館別館研修室

ザ・ヒロサワシテイ会館

常陸大宮市文化センター
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（６）「原子力ハンドブック」の発行
放射線、原子力、安全と防災の基礎知識、県内の主な原子力施設等を掲載した小冊子を作成
し、各市町村等を通じて県民に配布しました。また、外国人向けに英語版も作成し、配布しました。
　※茨城県原子力安全対策課のＨＰでも公開しています。

数　量

９,１００部日本語版

１,９００部英 語 版

１１,０００部合　　計

県内　全市町村　等

配布先

（７）「原子力とエネルギーブック」の発行

原子力・放射線に関する知識や、現在のエネルギー事情などを学んでもらうため、「原子力
とエネルギーブック」を作成して、小・中・高等学校、特別支援学校に配布しました。
※茨城県原子力安全対策課のＨＰでも公開しています。

数　量 配布先

小学生用 ３６,２５０部
県内全ての
小・中・高等学校
特別支援学校

中学生用 ３３,３５０部

高校生用 ３６,３００部

合　　計 １０５,９００部
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「原子力広報いばらき」の発行

　東海第二発電所に係る安全性の検証と実効性ある避難計画の策定に関する取り組みについて、
県内全域を対象した全県版※1と、東海第二発電所から30km圏内の14市町村※2を対象としたPAZ・
UPZ版の２種類の広報紙を発行し、配布しました。
（茨城県原子力安全対策課のＨＰでも公開しています。）

８７万部全　県　版

３２万部PAZ・UPZ版

１１９万部合　　　計

新聞折込（14市町村）、市町村　等

新聞折込（県内全域）、コンビニ、スーパーマーケット　等

配布先数　量

※1： 県広報紙「ひばり」への折り込みにより配布
※2：東海村、日立市、ひたちなか市、那珂市、水戸市、常陸太田市、高萩市、笠間市、常陸大宮市、鉾田市、
　　  茨城町、大洗町、城里町、大子町

（８）
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（８）
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５　福島第一原子力発電所事故への対応

（１）放射性物質の除染

　福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質による環境の汚染が生じていることから、事故由
来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、国、地方公共団体、関係原子力事業者等が講ず
べき措置等について定めることにより、環境の汚染による人の健康又は生活環境への影響を速や
かに軽減することを目的とし、「平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原
子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」
（以下「放射性物質汚染対処特措法」という。）が平成 23 年 8 月 30 日に公布されました。（平成
24 年 1 月 1 日全面施行）

◆　放射性物質汚染対処特措法に基づく除染
ア　汚染状況重点調査地域の指定
・　原則、航空機モニタリングの結果、毎時 0.23 マイクロシーベルト（μSv/h）（追加被ばく線
量年間１ミリシーベルト（mSv））（注）以上の地域を市町村単位で指定

イ　除染実施計画の策定
・　地域指定された市町村が、0.23μSv/h以上（注）の地域を含む行政区域（例：○○町▲▲
丁目）を対象として策定（学校や公園等の子どもの生活環境は施設単位も可）も可）
・　除去土壌については、最終処分するまでの間、除染した現場、もしくは、市町村又はコミュ
ニティ単位で設置した仮置き場で適切に保管

・　除染実施計画に含まれた県管理施設（道路・公園・学校等）については、県が除染等の
措置を実施

ウ　国からの財政措置
・　除染実施計画に基づき実施した除染費用については、国が財政措置を実施

（注）　除染の基準である毎時 0.23 マイクロシーベルトについて（環境省　第２回環境回復検
討会議資料より抜粋）

　　　追加被ばく線量は、空間線量率の測定により確認することができ、追加被ばく線量年
間１ミリシーベルトは、一時間当たりの空間線量率に換算すると、毎時 0.23 マイクロシー
ベルトにあたります。
＜追加被ばく線量の考え方＞
①　事故とは関係なく、自然界の放射線が元々存在し、大地からの放射線は毎時 0.04 マ
イクロシーベルト、宇宙からの放射線は毎時 0.03 マイクロシーベルトです。（出典：
原子力安全研究協会「生活環境放射線」平成４年）
※　大地からの放射線、宇宙からの放射線はそれぞれ年間 0.38 ミリシーベルト、年
間 0.29 ミリシーベルトであり、これを一時間当たりに換算（24 時間 ×365 日で
割る）した数値

②　追加被ばく線量年間１ミリシーベルトを、一時間当たりに換算すると、毎時 0.19 マ
イクロシーベルトと考えられます。（１日のうち屋外に８時間、屋内（遮へい効果（0.4 倍）

①　放射性物質汚染対処特措法
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のある木造家屋）に 16 時間滞在するという生活パターンを仮定）
※　毎時 0.19 マイクロシーベルト ×（８時間 ＋ 0.4 × 16 時間） × 365 日
＝ 年間１ミリシーベルト

③　通常のガンマ線サーベイメーターでは、事故による追加被ばく線量に加え、自然界
からの放射線のうち、大地からの放射線分のみが測定されるため（宇宙からの放射線
は測定されない）、
0.19 ＋ 0.04 ＝ 毎時 0.23 マイクロシーベルト

が、追加被ばく線量年間１ミリシーベルトになる。

②　県内の除染の状況

◆　除染実施計画の策定
　平成 23年 12 月 28 日付で、県内の 20の市町村が汚染状況重点調査地域の指定を受けました。
その内 19市町村が策定した除染実施計画について、国の了解が得られ、子どもの生活環境（学校、
公園等）を優先に除染を進めています。
　なお、鉾田市については、除染実施計画の予定区域を再測定した結果、0.23μSv/h 未満であっ
たため、除染実施計画を策定しないこととなりました
ることが確認されたことから、 平成 28年 3月 14日に汚染状況重点調査地域の指定が解除されま
した。

。その後、市内全域で0.23μSv/h未満であ

除染実施計画策定状況 （平成 24年 9月 6日策定完了）

協議状況 市町村数 市町村名

策定済み 19

【県北地域】 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、ひたちなか市、
東海村

【鹿行地域】鹿嶋市
【県南地域】土浦市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、

稲敷市、つくばみらい市、美浦村、阿見町、利根町
【県西地域】常総市

策定せず 1 【鹿行地域】鉾田市（再測定の結果、0.23μSv/h 未満となったため。）

◆　市町村における除染の状況（令和５年３月31日時点）

◆　県における除染の状況（令和５年３月31日時点）
　市町村の除染実施計画に位置付けられた40の県管理施設（県立学校、県立公園など）は全て除
染が完了しています。県管理道路についても、除染実施計画に位置付けられた総延長 361kmの
全てが除染不要となっています。

　　　※　霞ヶ浦総合運動公園については、管理許可者である土浦市が除染を実施している。

　市町村における除染実施計画に位置付けられた、学校、住宅等の施設について、除染を実施し
ています。学校等の子どもの生活環境については、19市町村が除染実施計画に位置付け、全ての
市町において除染が完了しています。住宅については、 9 市町村が除染実施計画に位置付け、
全ての市町において除染が完了しています。
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③　市町村への支援

れ
う、

。
除染ガイドラインや補助金に

◆　放射性物質汚染対処特措法に関する説明会
　放射性物質汚染対処特措法の公布に伴い、県内では市町村が主体となって除染活動が行わ
ることとなりました。県では、市町村が法に基づいた除染活動をスムーズに実施できるよ
国に対し、法の具体的内容等について説明会を開催するよう求めました
　また、国の主催により、放射性物質汚染対処特措法に基づく、
係る説明会が、適宜、開催されています。

放射線量低減化実験の様子

　この結果を踏まえ、除染活動を行う際の参考となるよう、除染活動の手順及び留意事項等を「保
育園・幼稚園等における放射線量低減化対策に係る手引き」として取りまとめ、公開しました。
　「保育園・幼稚園等における放射線量低減化対策に係る手引き」は原子力安全対策課のＨＰに
掲載しています。

https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/gentai/anzen/nuclear/
genshiryokusaigaijouhou_fukushimadaiichi.html

　◆　保育園・幼稚園等における放射線量低減化対策に係る手引き

　　 

　福島第一原子力発電所の事故により、茨城県内でも放射性物質による環境の汚染が生じていた
ことから、県では、放射性物質汚染対処特措法の公布に先んじて、平成 23年 8月に日本原子力
研究開発機構の協力のもと、守谷市及び北茨城市の保育園・幼稚園などで両市とともに放射線量
低減化の実験を実施しました。

　◆　除去土壌の埋立処分に係る実証事業
　除去土壌の埋立処分に伴う作業員や周辺環境への影響等を確認することを目的として、東海村
において、自治体が保管している除去土壌を用いて、環境省が平成 30 年 8 月から実施していま
す。
　環境省は、実証事業の結果を踏まえ、施行規則（環境省令）及びガイドラインにおいて埋立処
分の方法を定める予定としています。
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◆　市町村情報連絡会議
　汚染状況重点調査地域に指定された市町村の除染実施計画の策定を支援するとともに、除染
取組が円滑に進むよう、の 「除染に係る市町村情報連絡会議」を適宜開催し、各市町村等におけ

る除染の進捗状況や課題等、情報の共有を図っております。

◇　除染に係る市町村情報連絡会議の開催（令和５年３月現在）
・　第 1回（H24.   1.17） ：市町村における除染の方針及び進捗状況について等
・　第 2回（H24.   2.  1） ：放射性物質汚染対処特措法に基づく除染に係る要望について
・　第 3回（H24.   2.15） ：市町村における除染の方針及び進捗状況について等
・　第 4回（H24.   4.20） ：市町村における除染の課題について
・　第 5回（H24.   7.26） ：市町村における除染進捗状況、除染についての問題点について
・　第 6回（H24. 10.11） ：県管理施設における除染について等
・　第 7回（H24. 12.26） ：市
・　第 8回（H25. 11.21） ：除染業務従事者等被ばく線量登録管理制度について等
・　第 9回（H27.   3.  6） ：市町村における除染の進捗状況及び今後の方針について等

町村における除染の進捗状況及び課題について

　その他、市町村からの質問の集約や、国からの回答の周知など、国と市町村の連絡・調整を行っ
ています。

　除染に関する基礎情報や各地の除染の進捗状況は、環境省のＨＰ「除染情報サイト」において、
随時公表されています。

http://josen.env.go.jp/index.html

◇　国主催説明会の開催（令和５年３月現在）
・　第 1回（H23. 10.  5） ：放射性物質汚染対処特措法の総括的説明＜福島県の次に開催＞
・　第 2回（H23. 11.  4） ：放射性物質汚染対処特措法の具体的説明
・　第 3回（H23. 12.20） ：除染ガイドライン等の具体的説明
・　第 4回（H24.   1.25） ：除染実施に対する補助金に係る説明会
・　第 5回（H24.   3.22） ：平成 24 年度における補助金に係る説明会
・　第 6回（H24. 12.25） ：補助金への新たな対象事業の創設に係る説明会
・　第 7回（H25.  5.10） ：補助金取扱要領の改正等に係る説明会
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◆　市町村情報連絡会議
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（２）福島第一原子力発電所事故を踏まえた県内の放射線・放射能調査
 ①　事故後の放射線の監視

○　福島第一原子力発電所事故後から平成 24 年 3 月 31 日の間、北茨城市（3/13 設置）、高萩市
（3/14 設置）、大子町（3/14 設置）、鹿島港湾事務所（4/27 設置）に可搬型モニタリングポス
トを設置し、監視体制を強化するとともに、東海・大洗地区の固定局（41 局）を継続監視で測
定を行いました。
　平成 23 年 3 月 15 日 00:20 から北茨城市において空間線量率が上昇し、3 月 15 日から 16
日の放射性プルームによる空間線量率上昇（１回目）では、最大値として約 15.8μSv/h（北茨
城市  3/16 11:40）が観測されました。 また、3 月 21 日から 22 日の放射性プルームによる空
間線量率上昇（２回目）では、最大値として約 4.2μSv/h（高萩市  3/21 15:30）が観測されま
したが、これ以降、空間線量率は減少し、現在では漸減しています。

図１　事故後の可搬型モニタリングポストによる測定結果（平成23年3月13日~4月30日）
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○　平成 23 年 5 月から固定局設置市町村を除く 31 市町村においてもモニタリングカー等による
定点観測を実施（第２、第４水曜日）し、全 44 市町村での測定を開始しました。平成 23 年５
月 11 日から平成 24 年 3 月 28 日の間で空間線量率は約 33％減少しました。

○　また、併せて平成 23 年 6 月 22 日からの測定では、１ｍ高さにおける測定を追加し、平成
23 年 6 月 22 日から平成 24 年 3 月 28 日の間で空間線量率は約 18％減少しました。

※  モニタリングカー等による測定結果（平均値）は、以下の理由により掲載していない。
H23.11.21；６市（石岡市、鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、小美玉市）がモニタリングカーの測定器故　
　　　　　　障により測定できなかったため
H24.03.28；３市村（ひたちなか市、那珂市、東海村）が検出器の高さ変更工事により測定できなかったため

○　平成 23 年５月には各市町村で独自に測定できるよう、全 44 市町村に放射線モニターを配布
しました。（5月 10 日：24 市町村、5 月 23 日：20 市町村）

○　平成 24 年 4 月 1 日からは県内全市町村※ で１ｍ高さでの空間放射線量率の常時測定（24 時
間連続測定）を開始しました。
※  39 市町村に固定型 9 基及び可搬型 30 台を新たに設置、残り５市町村は既設測定局の検出
器の高さを１ｍに変更

○　平成 24 年度に緊急時防護措置を準備する区域（ＵＰＺ）として新たに拡大する範囲（10km
から 30km）を対象に、モニタリングステーション 22 基を増設しました。

図２　平成 23年度に測定した全市町村放射線量率測定結果（平均値）の変動
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②　航空機モニタリング

図３　 令和４年10月21日現在の航空機モニタリングの結果
（茨城県内の地表から1ｍ高さの空間線量率）（出典：原子力規制委員会）

　令和４年９月１日から10月21日にかけて、原子力規制委員会が航空機モニタリングを実施し、
１ｍ高さの空間線量率を測定しました。
　１ｍ高さの空間線量率は、県内全域で0.5μSv/ｈ以下であり、大部分が0.1μSv/ｈ以下でした。
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③　土壌中の放射性セシウム、放射性ストロンチウム及びプルトニウムの測定

　平成 23 年８月から県内全 44 市町村 ※１における土壌中の放射性セシウム濃度及び土壌採取地
点における空間線量率の測定を実施しました。また、その後、放射性セシウム濃度が県内で比較
的高かった地点等の 16 市町村において放射性ストロンチウム及びプルトニウムの測定を実施しま
した。

※２

※３

※１　日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市及び大子町については文部科学省が福島第一原子力発電所か
ら 100km 圏内における土壌測定を実施しており、その値を用いた。

※２　平成 11 年度～平成 20 年度に 47 都道府県において文部科学省が実施した「環境放射能水準調査」におけるストロ
ンチウム 90 の測定結果は検出下限値以下～ 950Bq/㎡（茨城県は 72 ～ 950Bq/㎡）であり、本測定結果はその範囲
内であった。なお、同調査において、ストロンチウム 89 の測定は実施されていない。

※３　上記環境放射能水準調査におけるプルトニウム 238 の測定結果は検出下限値以下～ 8 Bq/㎡、プルトニウム 239＋
240の測定結果は検出下限値以下～220Bq/㎡（茨城県はそれぞれ検出下限値以下～2.1Bq/㎡、20～90Bq/㎡）であり、
本測定結果はその範囲内であった。

（参考）放射性セシウム濃度の単位 Bq/㎡ の Bq/kg への換算について
　土の比重を 1.3g/㎤ と仮定すると、今回の土壌中放射能濃度（単位：Bq/㎡）の値を 65 分の
1 にすれば（単位：Bq/kg）に換算することができる。
　なお、農林水産省が実施している農地土壌の調査では、深さ 15cm で土壌を採取しており、
今回の土壌中放射能濃度（単位：Bq/㎡）の値を約 200 分の 1 にすれば農地土壌の値に換算す
ることができる。
（例）60,000Bq/㎡ を（単位：Bq/kg）に換算した場合

60,000(Bq/㎡ )÷65＝920(Bq/kg) ＜深さ 5cm 採土＞
また、これを農地土壌として換算した場合
60,000(Bq/㎡ )÷200＝300(Bq/kg) ＜深さ 15cm 採土＞

　放射性セシウムは図４のとおり、 4,000Bq/㎡ ～ 78,000Bq/㎡（放射性ヨウ素は全地点で不検出）、
空間線量率は図５のとおり、 0.07μSv/ 時～ 0.29μSv/ 時であり、どちらの結果も県北沿岸部及び
県南地域で比較的高い傾向が見られました。
　また、 ストロンチウム 90 は図６のとおり、不検出～ 290Bq/㎡　 、プルトニウム 239+240
は図７のとおり、不検出～ 15Bq/㎡　 でありましたが、本測定において検出されたストロン
チウム 90、プルトニウム 239+240 は、過去の核実験等の影響により全国で検出されている測定
値の範囲内であること及びストロンチウム 89、プルトニウム 238 が全地点で検出下限値以下で
あったことから、 福島第一原子力発電所事故に由来するものとは判断できないとしました。
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④　飲料水、農畜水産物の測定

福島第一原子力発電所事故以降、県では飲料水や農畜水産物の測定を実施し、安全性の確保に努め
ています。
結果は、県ホームページ等で公表しています。

　◆　事故後の測定結果
ア.　飲料水
　　・　平成23年3 月に７市村において、乳児への水道水摂取の自粛を行いました。

イ.　農産物

ウ.　畜産物

エ.　水産物

オ.　その他（野生鳥獣等）

・　平成23年３月にホウレンソウ、カキナ、パセリは国から出荷制限の指示を受けましたが、
その後平成23年６月までに全て解除されました。　　

・　平成23年６月に本県産の茶は、国から出荷制限の指示を受けましたが、平成25年11月まで
に解除されました。

・　原木シイタケ、チチタケ等の野性のきのこ類、こしあぶら（野生）、乾しいたけについては、
事故以降、一部の市町で国による出荷制限または県の出荷自粛要請の対象となっています。

・　こごみ（露地栽培）は、平成24年４月に県の出荷自粛要請が行われていましたが、平成25
年４月に解除されました。

・　平成23年３月に原乳は国から出荷制限の指示を受けましたが、平成23年４月に解除されま
した。

・　平成23年８月から令和２年３月末までに茨城県産牛肉の全頭検査を実施した結果、全ての
検体で基準値以下となりました。

・　平成24年４月の新基準値設定に伴い、基準値を超えた魚に対して、国からの出荷制限や、県
の出荷自粛要請が行われました。

・　出荷制限指示等を受けた魚種は、平成24年４～６月に最も多い18魚種となりましたが、そ
の後の検査で安定的に基準値を下回った魚種については、解除されています。

・　令和５年３月にウナギの出荷制限が解除され、本県における水産物の出荷制限は全て解除さ
れました。

・　平成23年12月に県内で捕獲されたイノシシの肉について、国から出荷制限を受けていました
が、以下の処理施設については、全頭検査の結果が基準値（100Bq/kg）以下であることが
確認された場合、そのロットが食用として出荷可能となりました。

　　石岡市内（平成23年12月～）、高萩市内（令和５年９月～）

　　・　その後の測定で、指標値を下回ったため、乳児への水道水摂取の自粛を解除し、平成23年４月
　　　　以降の測定も、乳児の指標値を下回っています。
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⑤　海洋の測定

　文部科学省（平成 25 年度からは、原子力規制委員会）、東京電力ホールディングス（株）等が茨
城県沖合から外洋にかけて海水・海底土の測定を実施しました。
　海水の測定結果については、平成 23 年 9 月から平成 24 年 2 月の測定結果において、徐々に下がっ
ています。
　また、海底土については、平成 23 年 5 月から平成 24 年 2 月の測定において、一時期上昇傾向は
見られましたが、その後、徐々に下がっています。

図８　茨城県沖の海底土測定結果（測定者：文部科学省（平成 25年からは原子力規制委員会））
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⑥　公共用水域の測定結果

　国（環境省）及び県が、県内の河川・湖沼等の水質・底質の測定を環境基準点を中心として、次
のとおり実施しました。

　令和４年度に実施した４回の測定結果は、水質については、放射性ヨウ素、放射性セシウム
ともに不検出でした。また、底質については、放射性ヨウ素は不検出、放射性セシウムは不検
出から716 Bq/kg乾土でした。

実施年月 地点数
平成 23年 8月から 10月 128 地点第 1回
平成 24年 2月 52 地点第 2回
平成 24年 5月から 7月 102 地点（県 32 地点を含む）第 3回
平成 24年 7月から 10月 101 地点（県 39 地点を含む）第 4回
平成 24年 10月から平成 25年 1月 109 地点（県 39 地点を含む）第 5回

平成 26年 1月から 2月 109 地点（県 32 地点を含む）第 10回
平成 26年 5月 109 地点（県 32 地点を含む）第 11回
平成 26年 8月 109 地点（県 32 地点を含む）第 12回
平成 26年 1 1月から 1 2月 109 地点（県 32 地点を含む）第 13回
平成 27年 2月から 3月 109 地点（県 32 地点を含む）第 14回
平成 27年 5月から 6月 109 地点（県 32 地点を含む）第 15回
平成 27年 8月から 9月 109 地点（県 32 地点を含む）第 16回
平成 27年 1 1月 109 地点（県 32 地点を含む）第 17回
平成 28年 2月 109 地点（県 32 地点を含む）第 18回
平成 から 6月28年 5月 109 地点（県 32 地点を含む）第 19回
平成 から 9月28年 8月 109 地点（県 32 地点を含む）第 20回

平成 29年 2月 109 地点（県 32 地点を含む）第 22回
平成 29年 5月 109 地点（県 32 地点を含む）第 23回
平成 29年 8月 109 地点（県 32 地点を含む）第 24回
平成 29年 11月 109 地点（県 32 地点を含む）第 25回
平成 30年 2月 109 地点（県 32 地点を含む）第 26回

平成 25年 2月から 3月 103 地点（県 39 地点を含む）第 6回
平成 25年 5月から 6月 109 地点（県 32 地点を含む）第 7回
平成 25年 8月 109 地点（県 32 地点を含む）第 8回

平成 28年 109 地点（県 32 地点を含む）第 21回 11月から 12月

平成 30 109 地点（県 32 地点を含む）第 27回 から 6月年 5月
109 地点（県 32 地点を含む）第 28回 平成 30 から 9月年 8月
109 地点（県 32 地点を含む）第 29回 平成 30年 11月
109 地点（県 32 地点を含む）第 30回 平成 31年 2月
109 地点（県 32 地点を含む）第 31回 令和元 年 5月

令和元 年 8月 109 地点（県 32 地点を含む）第 32回
令和元 年 11月 109 地点（県 32 地点を含む）第 33回
令和２ 年 2月 109 地点（県 32 地点を含む）第 34回
令和２ 年 8月 77 地点第 35回
令和２ 年 11月 77 地点第 36回

令和３ 年 5月 77 地点第 38回
令和３ 年 8月 77 地点第 39回
令和３ 年 11月 77 地点第 40回
令和４ 年 2月 77 地点第 41回
令和４ 年 5月 77 地点第 42回
令和４ 年 8月 77 地点第 43回

令和５ 年 1月 77 地点第 45回
令和４ 年 11月 77 地点第 44回

令和３ 年 2月 77 地点第 37回

第 9回 平成 25年 11月から 12月 109 地点（県 32 地点を含む）
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図９　公共用水域等の放射性物質モニタリング調査結果（底質の放射性セシウム濃度）
（出典：県環境対策課）
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　東海地区において、大強度陽子加速器施設（Ｊ－ＰＡＲＣ）の中性子ビームを活用した研究や技
術開発を推進するとともに、さらなる利用分野の拡大を目指し、産業利用を牽引する先導研究な
どに取り組みました。
　また、つくば国際戦略総合特区では、中性子を活用した最先端のがん治療法であるホウ素中性
子捕捉療法（ＢＮＣＴ）に用いる治療装置等の開発等に取り組みました。

　

　

６　原子力関連施策（科学技術関連）

（１）茨城県中性子ビームラインの産業利用推進

（２）次世代がん治療（ＢＮＣＴ）の開発実用化

　東海村の「大強度陽子加速器施設（Ｊ－ＰＡＲＣ）」の物質・生命科学実験施設（ＭＬＦ）内で、２
本の中性子ビームラインを運用しています。
　産業利用を牽引する先導研究では、茨城県材料構造解析装置（iMATERIA）については、原子レベ
ルからナノレベルまでの構造を同時に測定するマルチスケール測定にて金属材料を解析したほ
か、毛髪の乾燥・膨潤過程における水分分布を測定するなど、新たな産業利用に繋がる成果も創
出されました。茨城県生命物質構造解析装置（iBIX）については、人体における代謝や糖質の分解
に関与しているタンパク質であるβ- グルコシダーゼの構造を解析したほか、強力な繊維材料の
開発に向けたナイロンの構造解明に取り組むなど、本装置の有用性を示しました。
　また、メールインサービス（測定代行）や１年を通した課題公募受付などの利用制度を導入する
とともに、研究会の開催や学会等におけるＰＲ活動などを通して中性子の有効性を広く発信いた
しました。
　こうした取り組みの結果、令和４年度は、79 件（うち産業利用 32 件）の実験課題を採択してお
ます。

　日本人の死亡原因第１位のがんに対し、中性子を用いてがん細胞だけをピンポイントで破壊す
る「切らない、痛くない、副作用が少ない」次世代がん治療（ＢＮＣＴ）の実用化を推進しています。
　「いばらき中性子医療研究センター」に設置した治療装置（加速器等）の調整・改良等をはじめ、
臨床研究の実施に必要な周辺システムや周辺装置の開発に取り組むとともに、非臨床試験を実施
しました。



　
　Ｊ－ＰＡＲＣ内に設置されている中性子ビームラインの活用を促進し、県内企業の新産業・新
技術の創出を図るため、平成 20 年 7 月に設立されました。
　令和５年 3 月末現在、 209 社の企業等が会員として参加しています。
　令和４年度は以下のとおり、会員に向けたＪ－ＰＡＲＣ関連情報及び利用成果等の発信、周辺
機器開発等に係る入札情報の提供などを行いました。

実 施 回 数取　組　内　容

中性子利用技術講演会の開催による利用促進 1回

研究機関での技術展示会の開催による受注活動支援 ２回

情報発信（協議会ニュース、メルマガ発行） 16回

入札情報配信 49回

（３）いばらき量子線利活用協議会
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セミナーや研究機関との交流会の開催による新ビジネス参入支援 ２回



（１）電源三法交付金

◆電源三法交付金に係る主な事業

　各種交付金、補助金等により、立地地域住民の福祉の向上や電源立地の円滑化が図られていま
す。

1 .電源立地地域対策交付金

交付金区分 目的 交付対象事業

水力発電施設周辺地域交付金相当部分

電力移出県等交付金相当部分

原子力発電施設等立地地域長期発展対策交付金相当部分

原子力発電施設等周辺地域交付金相当部分

2.  電源立地等推進対策交付金(補助金)

放射線利用・原子力基盤技術試験研究推進交付金

3.  原子力施設等防災対策等交付金

放射線監視等交付金

原子力発電施設等緊急時安全対策交付金

広報・調査等交付金

原子力・エネルギー教育支援事業交付金

特別電源所在県科学技術振興事業費補助金

電源地域産業育成支援補助金

原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金

公共施設の整備・維持運営
事業等

対象地域の住民・企業等に対
する電気料金割引的措置等

放射線有効利用や原子力試験
研究事業
原子力発電に対する知識の
普及事業等
原子力・エネルギー教育に対
する支援
科学技術振興のためのハード
整備及び調査研究事業
対象地域の産業の発掘・育成に
関する事業(観光産業・企業立地)

原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金 立地地域の災害対応能力の向
上に向けた取組を支援
対象地域の企業等に対する電
気料金割引的措置

放射線監視に係る運営費等に
充当
原子力事故時の防災体制の整 
備、充実強化等

７　電源三法交付金等
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発電用施設の
周辺地域にお
ける公共用施
設の整備を促
進し、地域住
民の福祉向上
を図り、発電
用施設の設置
及び運転の円
滑化に資する
こと

発電用施設利
用の促進及び
安全の確保並
びに発電用施
設による電気
の供給の円滑
化を図ること

原子力発電施
設等に関する
安全の確保を
図ること

　
　Ｊ－ＰＡＲＣ内に設置されている中性子ビームラインの活用を促進し、県内企業の新産業・新
技術の創出を図るため、平成 20 年 7 月に設立されました。
　令和５年 3 月末現在、 209 社の企業等が会員として参加しています。
　令和４年度は以下のとおり、会員に向けたＪ－ＰＡＲＣ関連情報及び利用成果等の発信、周辺
機器開発等に係る入札情報の提供などを行いました。

実 施 回 数取　組　内　容

中性子利用技術講演会の開催による利用促進 1回

研究機関での技術展示会の開催による受注活動支援 ２回

情報発信（協議会ニュース、メルマガ発行） 16回

入札情報配信 49回

（３）いばらき量子線利活用協議会
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セミナーや研究機関との交流会の開催による新ビジネス参入支援 ２回



（２）核燃料等取扱税

　茨城県核燃料等取扱税条例に基づき、課税しました。

令和４年度税収

納税義務者数

1，227，254千円

1 0 法人
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　福島第一原子力発電所事故の発生から12年が経過しましたが、事故はいまだに収束しておらず、県
内原子力施設の安全性や防災体制への県民の関心は、依然として高い状況にあります。
このため、県においては、関係市町村とともに県内17原子力事業者と締結している原子力安全協定等

に基づく立入調査等による原子力施設の安全対策などの確認や、原子力施設周辺の環境放射線の監視・
評価を行っています。
　また、関係市町村の避難計画策定について茨城県広域避難計画を踏まえて支援するほか、防災活動資
機材の整備等を図るとともに、放射線や原子力に係る基礎知識の普及等を通じて県民の不安解消に努め
ます。
　さらに、安全な原子力利用を支える研究開発を促進します。

第２節

 ・　原子力安全協定に基づき、定期的に事業者から施設の運転状況や従業員への教 
　育訓練の実施状況等について報告を受けるとともに、軽微なトラブルであっても、
　迅速な報告を徹底するよう引き続き指導を実施。
 ・　事業者が施設を新増設する場合や核燃料物質の輸送を行う場合には、事前にヒ
　アリングを行うほか、必要に応じて現場にて状況を確認。
 ・　原子力施設への立入調査を実施し、事故の未然防止のための取り組みや施設の
　運転管理状況などを調査・確認。
 ・　事故・故障等が発生した際に、事業者が迅速かつ的確に初動対応を図れるよう、
　通報連絡訓練を実施。
 ・　福島第一原子力発電所事故を踏まえた原子力施設の安全対策について、県原子
　力安全対策委員会において技術的・専門的に確認を行う。

 ・　環境放射線監視委員会が定めた監視計画に基づき、原子力施設周辺において大
　気中の環境放射線や土壌・農畜水産物等の環境試料中の放射性物質の測定・分析
　を行い、市町村役場などに設置した表示局で表示するほか、測定結果を監視委員会
　において評価・公表。　
 ・　福島第一原子力発電所事故による本県への影響を調査するため、県内全域の環
　境放射線や農畜水産物等の環境試料中の放射性物質の測定・分析を行い、ホーム
　ページ等により公表。

令和５年度の執行方針令和５年度の執行方針
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・　東海第二発電所に係る広域避難計画や試験研究炉、核燃料加工施設に係る屋内
退避及び避難誘導計画の策定・充実に国、市町村、関係機関とともに取り組むほ
か、茨城県地域防災計画（原子力災害対策計画編）に検討を加え、必要に応じ改
定を行う。
・　防護服、放射線測定器や緊急時モニタリングに利用する防災活動資機材の整
備、茨城県原子力オフサイトセンターの維持管理、要配慮者の屋内退避施設への
放射線防護対策、防災業務関係者に対する防災研修などを行う。

（２）核燃料等取扱税

　茨城県核燃料等取扱税条例に基づき、課税しました。

令和４年度税収

納税義務者数

1，227，254千円

1 0 法人
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・　原子力に関する基礎知識などについて、県民の理解と認識を深めるため、ラジ
オ等の広報媒体を活用した広報に努めるとともに、原子力に対する理解の促進を
図る。 
・　学校教育における原子力やエネルギーに関する基礎知識等の普及を図るため、
「原子力とエネルギーブック」を作成し、県内の小・中・高等学校、特別支援学校
に配布して活用を図るとともに、教員を対象としたセミナーの開催等を行う。
・　東海第二発電所等に係る安全性の検証と実効性ある避難計画の策定に関する取
り組みについて情報発信するため、原子力広報紙を発行する。

・　中性子ビームラインについては、産業界のユーザーニーズを的確に把握し、利
用しやすい実験環境を整備するとともに、金属材料の評価や高分子材料の測定・
解析等新しい利用分野の研究成果を広くＰＲし、成果の創出・新規ユーザーの獲
得につなげていく。また、「ＡＹＡ'Ｓ ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＹ量子ビーム研究セン
ター」を拠点とした利用者支援の充実を図り、中性子の産業利用を促進する。

・　次世代がん治療（ＢＮＣＴ）の開発実用化については、非臨床試験を実施し、
臨床試験の早期開始を目指す。

・　いばらき量子線利活用協議会については、県内企業による中性子ビームライン
利用を促進するため、普及・啓発活動に加え、利用を希望する企業に対する課題
申請からデータ解析に至る一貫サポートを実施する。また、Ｊ－ＰＡＲＣ周辺機
器開発への参入促進のための情報提供を実施するほか、核融合産業への参入支援、
量子線等先端技術を活用した事業化支援のための相談窓口の開設、研究機関との
マッチングイベントなどを開催する。

・　各種交付金、補助金等により、立地地域住民の福祉の向上や電源立地の円滑化
を図る。

・　茨城県核燃料等取扱税条例に基づき適正に課税する。

原
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